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平成 23 年度税制改正の概要 

 

平成 23 年度税制改正においては、所得・消費・資産等にわたる税制の抜本改

革の実現に向けて、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組

みの下で、現下の厳しい経済状況や雇用情勢に対応する等の観点からの税制の

抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革として、次のとおり各般の税目にわた

る所要の措置が一体として講じられる。 

 
（納税環境整備） 

○ 納税者権利憲章の策定、税務調査手続の明確化、更正の請求期間の延長（現

行１年→５年）、処分の理由附記の実施等の措置を講じ、国税通則法につい

て、昭和 37 年の制定以来最大の見直しを実施する。→図表１ 

 
（個人所得課税） 

○ 給与所得控除について、給与収入が 1,500 万円を超える場合に一律 245 万

円の上限を設ける。また、高額な法人役員等（国家公務員等を含む）の給与

に係る給与所得控除は、次のとおり縮減する。→図表２ 

・ 給与収入4,000万円超は、1/2の額（125万円）を上限 

・ 給与収入2,000万円を超え4,000万円までの間は、控除額の上限を４分の

３とする部分も含め調整的に徐々に控除額を縮減 

○ 特定支出控除について、次のとおり範囲の拡大等を行い、給与所得者の実

額控除の機会を拡大する。→図表３ 

・ 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費及び図書費、衣服費、交

際費、職業上の団体の経費など勤務必要経費を追加 

・ 適用判定の基準を現行の給与所得控除額の総額から２分の１とする 

○ 勤続年数５年以下の法人役員等の退職金について、２分の１課税を廃止す

る。→図表４ 

○ 現行制度では、被扶養者の年齢が23歳から69歳までであれば、一律に控除

が適用される成年扶養控除（38万円）について、次のとおり控除を縮減する。

→図表５ 

・ 障害者等、65歳以上の高齢者、学生については引き続き控除の対象 

・ 給与収入568万円（所得400万円）以下の納税者については、被扶養者の

事情にかかわらず、引き続き控除を適用 
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・ 給与収入568万円（所得400万円）から段階的に控除を縮減し、給与収入

689万円（所得500万円）以上の納税者については、控除を廃止 

○ 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10％軽減税率を２年延長し、平成26

年１月から20％本則税率とする。→図表６ 

 

（相続税） 

○ 格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点か

ら、現行「5,000万円＋1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000

万円＋600万円×法定相続人数」へ引き下げるとともに、最高税率を現行50％

から55％に引き上げるなど税率構造の見直しを行う。→図表７ 

○ 死亡保険金に係る相続税の非課税枠（現行、500万円×法定相続人数）の対

象となる法定相続人を、未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計

を一にしていた者に限定する。→図表８ 

○ 相続税額に係る未成年者控除（現行６万円×20歳に達するまでの年数）及

び障害者控除(現行６万円×85歳に達するまでの年数）について、前回改正

時（昭和63年）からの物価動向及び相続税全体の見直しの内容を踏まえ、 

１年当たりの控除額をそれぞれ10万円に引き上げる。→図表９ 

 

（贈与税） 

○ 暦年課税について、若年世代への生前贈与による財産の有効活用の観点か

ら、直系卑属（20歳以上）を受贈者とする場合の贈与税の税率構造を特別に

緩和する。→図表10 

○ 相続時精算課税制度について、若年世代への資産の早期移転を促進する観

点から、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65

歳以上」から「60歳以上」に引き下げる。→図表11 

 
（法人課税・租税特別措置） 

○ 我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の改善等を図り、国内

の投資拡大や雇用創出を促進するため、国税と地方税を合わせた法人実効税

率を５％引き下げる（40.69％→35.64％）。このため、法人税率を現行 30％

から 25.5％へ 4.5％引き下げる。→図表 12 

○ 中小法人に対する軽減税率を現行 18％（本則 22％）から 15％（本則 19％）

へ３％引き下げる。→図表 12 

○ 法人実効税率の引下げとあわせ、財源確保のための課税ベースの拡大とし
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て、特別償却及び準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減のほか、次の見

直し等を行う。→図表 13～図表 15 

・ 減価償却資産の償却率の見直し（250％定率法を 200％定率法へ） 

・ 大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限（控除限度額を所得金額の８

割、繰越期間を現行７年から９年に延長） 

・ 貸倒引当金制度の適用法人を銀行・保険会社等及び中小法人等に限定 等 

○ 雇用を一定以上増加させた企業に対する税額控除制度（雇用促進税制）等

を創設する。→図表16 

○ 租税特別措置の徹底した見直しを進めるため、政策税制措置（231項目）に

ついて109項目の見直しを行った結果、50項目を廃止又は縮減する。→図表17 

 
（消費課税） 

○ 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約９割を占めるエネルギー起源Ｃ

Ｏ２の排出を抑制する観点から、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課

税の特例」を設け、ＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せする。平成 23 年 10

月１日から実施し、税率を段階的に引き上げる。→図表 18 

 
（市民公益税制） 

○ 認定ＮＰＯ法人への寄附について、所得税において税額控除制度（控除率

40％：個人住民税と合わせて 50％まで）を導入する（公益社団･財団法人、

学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人も同様の制度を導入）。→図表 19 

○ 新認定法に基づく新たな認定制度が施行されるまでの間の対応として、認

定ＮＰＯ法人制度のパブリック・サポート・テスト要件について、寄附者の

絶対数（寄附金額 3,000 円以上の寄附者年平均 100 人以上）で判定する方式

を導入するなど、認定要件の緩和等を行う。→図表 19 

 

以上、平成 23 年度の税制改正（国税関係）による増減収見込額は、初年度 3,061

億円の減収、平年度 646 億円の減収である。→図表 20 
 
※平成 23 年度税制改正の詳細な解説については、熊谷克宏「抜本改革に向けた平成 23 年度税

制改正」参議院事務局企画調整室『立法と調査』第 313 号（2011.2）を参照。 
 

（内線 3046） 
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図表１．納税環境整備について（案） 

（出所）財務省資料 
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 （出所）財務省資料 

（出所）財務省資料 

 

 

 

図表３．特定支出控除の見直し（案） 

図表２．給与所得控除の見直し（案） 



経済のプリズム No89 2011.3 16

 

（出所）財務省資料 

 

 

 

図表５．成年扶養控除の見直し（案） 

（出所）財務省資料 

 

 

図表４．退職所得課税の見直し（案） 

 



経済のプリズム No89 2011.3 17

 

（出所）財務省資料 

 

 

 

図表７．相続税の基礎控除及び税率構造の見直し（案） 

（出所）財務省資料 

図表６．上場株式等の譲渡益及び配当の課税について（案） 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

 

 

 

図表９．相続税の未成年者控除・障害者控除の見直し（案） 

（出所）財務省資料 

 

図表８．死亡保険金に係る相続税の非課税措置の見直し（案） 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

図表 11．贈与税の見直し（案）②（相続時精算課税） 

（出所）財務省資料 

図表 10．贈与税の見直し（案）①（暦年課税） 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

 

図表 13．減価償却資産の償却率の見直し（案） 

（出所）財務省資料 

図表 12．法人税率の引下げ（案） 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

図表 15．貸倒引当金制度の見直し（案） 

（出所）財務省資料 

図表 14．欠損金の繰越控除制度の見直し（案） 
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（出所）財務省資料 

 

 

図表 17．租税特別措置の見直し結果（平成 23 年度税制改正大綱） 

（出所）財務省資料 

図表 16．雇用促進税制（案） 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

図表 19．市民公益税制について（案） 

（出所）財務省資料 

図表 18．「地球温暖化対策のための税」について（案） 
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（出所）財務省資料より作成 

図表 20．平成 23 年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額 
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（参考）平成 23 年度税制改正（地方税関係）による 

事項別増減収見込額 

（出所）総務省資料 
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